
証券コード　6549
2022年６月14日

株　主　各　位
東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号
ディーエムソリューションズ株式会社
代表取締役社長 花 矢 卓 司

１．日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目６番３号

吉祥寺 東急ＲＥＩホテル　３階
（会場が前回と異なっております。末尾の会場ご案内図をご
参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第18期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第18期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

第18回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第18回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申しあげます。
　なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、事
前に書面により議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくよ
う強くご推奨申しあげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６
月28日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はいたしておりませんので、ご
了承賜りますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://www.dm-s.co.jp）に掲載させていただきます。
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（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

事 業 区 分

第 17 期
（2021年３月期）

（前事業年度）

第 18 期
（2022年３月期）
（当連結会計年度）

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比
ダ イ レ ク ト メ ー ル
事 業 11,632,365千円 79.6％ 13,965,882千円 83.7％
イ ン タ ー ネ ッ ト
事 業 2,989,616 20.4 1,612,912 9.7
ア パ レ ル
事 業 － － 1.104,187 6.6

合 計 14,621,981 100.0 16,682,982 100.0

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大が依然として収束しない中で、ウクライナ情勢の影響などにより、
先行きの不透明な状況で推移しました。
　このような事業環境の中、当社グループはダイレクトマーケティング実
施企業に対して、マーケティングの各局面において最適なソリューション
を提供するべく努めてまいりました。また、積極的な人材採用や先行投資
を行い、営業力及び提供サービスの強化に取り組んでまいりました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は16,682,982千円、営業利益は
98,871千円、経常利益は101,579千円、親会社株主に帰属する当期純利
益は5,495千円となりました。
　なお、株式会社ビアトランスポーツの子会社化に伴い当連結会計年度よ
り連結決算を行っているため、前連結会計年度との比較は行っておりませ
ん。

事業別売上高

（注）第18期より連結計算書類を作成しております。
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② 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は92,103
千円であります。
　その主なものは、ダイレクトメール事業において当事業年度に新設した
名古屋メールセンターへの設備投資（17,670千円）及びその他物流拠点
への設備投資（68,580千円）であります。
③ 資金調達の状況
　当連結会計年度においては、株式会社ビアトランスポーツの株式取得に
係る代金等の決済のために長期借入金720,000千円を調達しました。
④ 他の会社の株式の取得
　当連結会計年度においては、株式会社ビアトランスポーツの株式を取得
し、連結子会社としております。

区 分 第 15 期
(2019年３月期)

第 16 期
(2020年３月期)

第 17 期
(2021年３月期)

第 18 期
(2022年３月期)
(当連結会計年度)

売 上 高(千円) 12,178,290 － － 16,682,982

経 常 利 益(千円) 289,785 － － 101,579

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益(千円) 191,534 － － 5,495

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 77.59 － － 1.98

総 資 産(千円) 4,312,593 － － 5,192,989

純 資 産(千円) 1,575,248 － － 2,162,829

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 633.99 － － 754.62

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び収益の状況

（注）第16期及び第17期においては、連結計算書類を作成していないため、記
載を行っておりません。
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区 分 第 15 期
(2019年３月期)

第 16 期
(2020年３月期)

第 17 期
(2021年３月期)

第 18 期
(2022年３月期)
(当事業年度)

売 上 高(千円) 12,178,290 13,433,455 14,621,981 15,579,294

経 常 利 益(千円) 298,663 212,194 660,518 130,934
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）(千円) 200,413 △102,472 427,270 54,363
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) 81.18 △41.13 155.84 19.63

総 資 産(千円) 4,311,265 4,105,016 4,927,251 5,189,417

純 資 産(千円) 1,584,126 1,664,606 2,157,377 2,211,696

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 637.58 605.54 752.64 772.26

②　当社の財産及び損益の状況

名称 出資比率 主要な事業内容

株式会社ビアトランスポーツ 100％ 衣料等の販売

⑶ 重要な子会社の状況
子会社の状況

（注）2021年４月１日に株式会社ビアトランスポーツの全株式を取得し、
同社を連結子会社といたしました。

⑷ 対処すべき課題
　当社グループといたしましては、下記の内容を重要課題として取り組んでま
いります。

① 新型コロナウイルスの感染拡大への対応
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大は依然として収束しておらず、当

社グループの事業領域である広告市場においても当面影響を及ぼし続けるも
のと考えられます。当社グループにおいては資金繰りに懸念は無いものの、
新型コロナウイルスの感染拡大による影響の深刻化や収束までの期間の長期
化等の不測の事態に備えて、株式会社三菱UFJ銀行とコミットメントライン
契約（極度額７億円、契約期間2022年６月１日～2023年６月１日）を締
結しております。
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② 新サービスの開発
インターネット事業はＳＥＯを切り口とした自社開発の分析ツールを用い

た解析資料の提供等、ＳＥＯ・コンテンツマーケティング・運用型広告・Ｗ
ｅｂサイト制作をすべて自社サービスとしてワンストップで提供できる体制
が整っており、サービスの質的差別化によりその競合優位性を保っておりま
す。しかしながら、変化や技術革新が著しいインターネット業界において当
社グループが持続的な成長を維持するためには、特定のサービスに依存せ
ず、常に付加価値の高い新サービスの開発及び提供が欠かせないものと認識
しており、今後につきましては、当社グループが有するサービス開発力・分
析力を活かして、競争力の高いサービスを提供し続けるとともに、新サービ
スを定期的にリリースし、拡販を進めることで収益基盤の強化を図ってまい
ります。

③ 大口顧客の拡大
ダイレクトメール事業においては、当社グループのメールセンター及びロ

ジスティクスセンターが保有する社内設備等との兼ね合いもあり、小ロット
（500通から）から中ロット（30,000通まで）での発送業務を中心に事業
を展開しており、大口顧客に頼らない事業展開が当社グループの経営を安定
させる一要因にもなっております。今後につきましては、持続的な成長を維
持するため、従来の販路は維持拡大しつつ、社内インフラの増強とあわせ、
大規模な取引が期待される大口顧客の開拓に取り組むことにより、収益機会
の拡大を図ってまいります。

④ フルフィルメントサービスの拡大
ダイレクトメール事業においては、メール便を中心とした配送物の発送代

行業務をサービスの主軸としてまいりましたが、ネット通販市場の拡大を受
け、宅配便での配送を行う小口貨物の取扱いが増加しており、引き続き同様
の傾向が継続するものと予想されます。今後につきましては、物流企画部を
担当部署にして、受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプ
ロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスの提供拡大及び宅配便の
取扱量を増加させることで、収益機会の拡大を図ってまいります。
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⑤ 輸入仕入商品の物価の上昇
当社の子会社である株式会社ビアトランスポーツにおいては、海外より衣

料品を輸入し、国内の得意先へ販売しております。昨今の世界情勢の影響を
受けた円安傾向や原料高、輸送コストの上昇等により、海外からの輸入商品
の価格は上昇基調にあります。今後につきましては、販売価格への転嫁を図
るとともに、ECサイトの改善等の施策により販売環境の整備を進めていく
ことで、利益を確保しつつ、収益機会の拡大を図ってまいります。

⑥ 優秀な人材の採用及び育成
今後、当社グループが事業をさらに拡大し、成長を続けていくうえで、優

秀な人材の確保と、その適正な配置による業務効率の向上がその基盤になる
ものと認識しております。そのために、幅広い求人機会を活用して、新卒・
中途の採用を推し進めていきたいと考えております。加えて、人材育成及び
能力向上も重要であると考えており、社内ＯＪＴはもちろんのこと、社外講
師による研修や、社外セミナー等も積極的に活用し、人材の育成と能力向上
に努めてまいります。

⑦ 情報管理体制の強化
当社グループは業務上大量の個人情報を取り扱っており、個人情報等の機

密情報について、社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、セキュ
リティシステムの整備等により、情報管理体制の整備を図ってまいりまし
た。当社グループにおいて、情報管理体制の強化は今後も重要な課題である
と認識しており、引き続きその強化を図ってまいります。なお、当社グルー
プは一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運営するプライ
バシーマーク制度の認証を取得しており、情報管理の徹底を図っておりま
す。

⑧ 経営管理体制の強化
当社グループは企業価値を高め株主の皆様をはじめとするステークホルダ

ーに信頼され、支持される企業となるために、コーポレートガバナンスへの
積極的な取り組みが不可欠であると考えております。そのため、更なる企業
規模の拡大の基盤となる経営管理体制を拡充していくため、今後においても
意思決定の明確化、組織体制の最適化、内部監査体制の充実及び監査役監査
並びに監査法人による監査との連携を強化していく方針です。
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事 業 区 分 事 業 内 容

ダ イ レ ク ト メ ー ル 事 業 発送代行業、デザイン、印刷

イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 ＷＥＢコンサルティング、メディア運営

ア パ レ ル 事 業 衣料の輸入、販売

⑸ 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号

新 宿 オ フ ィ ス 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市北区堂島一丁目５番30号

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中区錦一丁目18番22号

横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市神奈川区金港町六丁目６
番

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目１番
１号

仙 台 営 業 所 宮城県仙台市青葉区中央四丁目10番３号

三 鷹 メ ー ル セ ン タ ー 東京都三鷹市井口一丁目10番12号

八 王 子 第 １ メ ー ル セ ン タ ー 東京都八王子市田町１番５号

八 王 子 第 ２ メ ー ル セ ン タ ー 東京都八王子市北野町543番地７

八王子第３ロジスティクスセンター 東京都八王子市石川町2969番地16

八王子第４フルフィルメントセンター 東京都八王子市宇津木町693番地１

八王子第５フルフィルメントセンター 東京都八王子市北野町598番地11

日 野 フ ル フ ィ ル メ ン ト セ ン タ ー 東京都日野市旭が丘三丁目１番１号

大 阪 メ ー ル セ ン タ ー 大阪府大阪市東淀川区西淡路六丁目4番
111号

名 古 屋 メ ー ル セ ン タ ー 愛知県名古屋市港区当知四丁目2304番地
２

⑹ 主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）
①　当社
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名 称 所 在 地

本 社 東京都渋谷区恵比寿一丁目２番10号201

浦 安 倉 庫 千葉県浦安市北栄四丁目７番３号

②　株式会社ビアトランスポーツ（子会社）
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事 業 区 分 使 用 人 数

ダ イ レ ク ト メ ー ル 事 業 180 （156）名

イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 49 （13）名

ア パ レ ル 事 業 16 （14）名

全 社 （ 共 通 ） 24 （3）名

合 計 269 （186）名

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

253（172）名 11名増（1名減） 32.6歳 7.9年

⑺ 使用人の状況（2022年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員であり、アルバイト及びパートタイマーは（　）内に年間
の平均人員を外数で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない
管理部門に所属しているものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向
者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数
で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない
管理部門に所属しているものであります。

３．使用人数が当期中において、11名増加しましたのは、業務拡大に伴う定期及び
期中採用によるものであります。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 713,636千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 428,576
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100,000

⑻ 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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⑴ 発行可能株式総数 8,800,000株
⑵ 発行済株式の総数 2,810,000株
⑶ 株主数 1,725名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

花 矢 卓 司 909,800　株 32.85％

福 村 寛 敏 568,700 20.53

アセットインクリーズ株式会社 260,000 9.39

株 式 会 社 S B I 証 券 89,518 3.23

中 村 　 剛 51,500 1.86

丸 谷 和 徳 50,300 1.82

松 本 和 久 50,000 1.81

楽 天 証 券 株 式 会 社 34,500 1.25

株 式 会 社 北 斗 30,000 1.08
デ ィーエムソリューションズ
社 員 持 株 会 26,700 0.96

２. 株式の状況（2022年３月31日現在）

⑷ 大株主

（注）持株比率は自己株式40,254株を控除して計算しております。
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新 株 予 約 権 の 総 数 1,220個（注）1
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 122,000株（注）1
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 1,153円

新株予約権の行使に際して出資される財
産 の 価 額

新株予約権１個当たり
118,800円（注）2

(１株当たり　1,188円)

権 利 行 使 期 間 2020年7月1日から2028年11月26日まで

行 使 の 条 件 （注）４

割 当 先 取締役　５名
従業員　13名

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

３. 新株予約権等の状況
その他新株予約権の状況

イ. 2018年11月９日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

（注）１. 本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の
割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）
または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権
の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数
については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減
少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合に
は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

２. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は､１株あたりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に､付与株式数を乗じた金額とする。行使価額
は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2018年11月
８日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金1,153円とす
る。なお､本新株予約権の割当日後､当社が株式分割または株式併合を行う場合､
次の算式により行使価額を調整し､調整による１円未満の端数は切り上げる。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額
で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新
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既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除
く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り
上げる。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済
株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社
普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処
分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予
約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な
範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

３. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備
金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加
する資本金の額を減じた額とする。

４. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2020年３月期から2027年３月期までのいずれかの事

業年度における当社の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各
新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合
（以下、「行使可能割合」という。）を限度として当該経常利益の水準を
最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から行使すること
ができる。
（a）経常利益が3.5億円を超過した場合 行使可能割合：50％
（b）経常利益が５億円を超過した場合 行使可能割合：100％
ただし、上記（a）及び（b）が達成されていない場合においても、2020
年３月期から2027年３月期までのいずれかの連続する２事業年度の経常
利益の合計額が５億円を超過しているときは、各新株予約権者の行使可能
割合は50％として扱うものとする。なお、上記における経常利益の判定
においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された損益計算書（連
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結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書）における経常利益
を参照する。また、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されるこ
ととなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修
正経常利益をもって判定するものとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関
係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた
場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における

発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使
を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
５. 新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割について
の分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契
約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること
ができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４に定める規定により本
新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取
得することができる。

６. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分
割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」とい
う。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げ
る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に
基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
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新 株 予 約 権 の 総 数 1,377個（注）1
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 137,700株（注）1
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 651円

新株予約権の行使に際して出資される財
産 の 価 額

新株予約権１個当たり
65,200円（注）2

(１株当たり　652円)

権 利 行 使 期 間 2021年7月1日から2030年６月30日まで

行 使 の 条 件 （注）４

割 当 先 取締役　５名
従業員　56名

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編
行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２で定められる行使価額を調整して
得られる再編後行使価額に、上記（注）６．(3）に従って決定される当該新
株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の
効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定
める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び
資本準備金に関する事項

上記（注）３に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件
上記（注）４に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記（注）５に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

ロ. 2020年５月18日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

（注）１. 本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の
割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）
または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権
の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数
については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減
少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合に
は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

２. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価
額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年５月
15日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金651円とす
る。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場
合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ
るものとする。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額
で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新
株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除
く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り
上げるものとする。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済
株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社
普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処
分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予
約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な
範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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３. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備
金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加
する資本金の額を減じた額とする。

４. 新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、2021年３月期から2028年３月期までのいずれかの事

業年度における当社の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各
新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合
（以下、「行使可能割合」という。）を限度として当該経常利益の水準を
最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から行使すること
ができるものとする。
（a）経常利益が７億円を超過した場合 行使可能割合：50％
（b）経常利益が10億円を超過した場合 行使可能割合：100％
なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券
報告書に記載された損益計算書（連結損益計算書を作成している場合は、
連結損益計算書）における経常利益を参照するものとする。また、本新株
予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これ
による影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定す
るものとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関
係会社の取締役、監査役または従業員であることを要するものとする。た
だし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における

発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使
を行うことはできないものとする。

(5) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできないものとする。
５. 新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割について
の分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契
約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること
ができる。
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(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４に定める規定により本
新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取
得することができる。

６. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分
割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」とい
う。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げ
る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に
基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記の定めに準じて決定するものとす
る。
本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい
う。）は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通
株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算
式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について
のみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
るものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の
減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場
合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編
行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２で定められる行使価額を調整して
得られる再編後行使価額に、上記（注）６．(3）に従って決定される当該新
株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の
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効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定
める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び
資本準備金に関する事項

下記の定めに準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とするものとする。計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備
金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加す
る資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件
上記（注）４に準じて決定するものとする。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記の定めに準じて決定するものとする。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割について

の分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契
約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること
ができるものとする。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４に定める規定により本
新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取
得することができるものとする。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものと
する。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 花 矢 卓 司

取 締 役 副 社 長 福 村 寛 敏

アセットインクリーズ株式会社 
代表取締役
株式会社ビアトランスポーツ 取
締役
Performance Technologies 株
式会社取締役

取 締 役 勝 山 純 一

取 締 役 木 村 和 央
インターネット事業部長
Performance Technologies 株
式会社代表取締役

取 締 役 小 林 剛 司 株式会社ビアトランスポーツ 代
表取締役

取 締 役 松 藤 　 悠 松藤悠公認会計士事務所　公認会
計士

常 勤 監 査 役 宮 本 則 昭

監 査 役 齋 藤 哲 男 　株式会社ワークツー代表取締役

監 査 役 高 見 之 雄 西込・高見法律事務所　弁護士

４. 会社役員の状況
⑴ 取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

（注）１. 取締役松藤悠氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役宮本則昭氏、監査役齋藤哲男氏及び監査役高見之雄氏は、社外監査

役であります。
３. 当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４. 2021年６月29日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって、安田仁裕氏は

監査役を辞任いたしました。

⑵ 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める
最低限度額とします。
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区　　分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 賞与
取　締　役

（うち社外取締役）
134,425千円
（1,800）

134,425千円
（1,800）

－
(－)

６名
（１）

監　査　役
（うち社外監査役）

12,000
（12,000）

12,000
（12,000）

－
(－)

４
（４）

合　　　計
（うち社外役員）

146,425
（13,800）

146,425
（13,800）

－
(－)

10
（５）

⑶ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲

　当社のすべての取締役及び監査役
② 保険契約の内容の概要

　被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含
む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損
害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行
為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすること
により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じて
おります。保険料は全額当社が負担しております。

⑷ 取締役及び監査役の報酬等
① 当事業年度に係る報酬等の総額

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　2011年3月31日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は
年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。）、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいており
ます。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名、監査役の員数
は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、個々
の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること
を基本方針としております。また、報酬の種類は基本報酬（固定報酬）及
び賞与となっております。
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　基本報酬は現金報酬とし、職責、貢献度や管掌部門の業績を考慮したう
えで、他社水準、当社全体の業績も考慮しながら、総合的に勘案して決定
します。
　賞与は現金報酬とし、決算時において通期業績予想数値を上回る親会社
株主に帰属する当期純利益が計上された場合にのみ支給を検討することが
できるものとし、支給する場合においては、その支給総額は親会社株主に
帰属する当期純利益の3％を上限とします。但し、上記条件を達成した場
合においても、兼任する会社から報酬が支給される場合等、その内容や当
社における職責等を踏まえて、総合的な判断により賞与を支給しないこと
があります。

④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具
体的な内容について委任を受けるものとします。当該権限が代表取締役に
よって適切に行使されるよう、監督機能を担う社外取締役の助言を得て決
定します。

⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、委任を受けた代表
取締役が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取
締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断して
おります。なお、当事業年度においては、2021年６月29日開催の取締役
会において代表取締役花矢卓司に具体的な内容の決定を委任する旨の決議
を行い、代表取締役において決定をしております。

⑸ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役松藤悠氏は、松藤悠公認会計士事務所を経営しております。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役齋藤哲男氏は、株式会社ワークツーの代表取締役を兼職しており
ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役高見之雄氏は、西込・高見法律事務所を経営しております。当社
と兼職先との間には特別の関係はありません。
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主 な 活 動 状 況

取締役 松 藤 　 悠

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席い
たしました。出席した取締役会において、主に財務・会
計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発
言を行っております。
また､M&A案件の検討に際して担当役員や管理部門に対
して適宜助言を行うと共に､監査実務経験者として独立
した立場から監査役への助言・指導を実施しました。

監査役 宮 本 則 昭

2021年６月29日就任以降、当事業年度に開催された取
締役会16回及び監査役会14回の全てに出席いたしまし
た。前職における知識と経験に基づく専門的な見地か
ら､取締役会において､取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また､監
査役会において、適宜必要な発言を行っております。

監査役 齋 藤 哲 男

当事業年度に開催された取締役会19回及び監査役会18
回の全てに出席いたしました。前職における知識と経験
に基づく専門的な見地から、取締役会において、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
行っております。また、監査役会において、適宜必要な
発言を行っております。

監査役 高 見 之 雄

当事業年度に開催された取締役会19回及び監査役会18
回の全てに出席いたしました。法律専門家としての知識
と経験に基づく専門的な見地から、取締役会において、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。また、監査役会において、適宜
必要な発言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基
づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 －

５. 会計監査人の状況
⑴ 名称：有限責任 あずさ監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬
見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ
で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関
する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
ます。

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
(イ) コンプライアンスを法令､定款､社内規程及び社会規範等を含めた「企

業倫理の遵守」と定義し、取締役及び使用人が日常活動における判
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断・行動に際し遵守すべき基準として、「ディーエムソリューション
ズ行動・倫理規範」を制定し、周知・徹底を図る。

(ロ) コンプライアンスを推進する体制としてリスク・コンプライアンス委
員会を設置し、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。

(ハ) 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関
する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従
い業務を執行する。

(ニ) 内部監査担当部署を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンス
の状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長
及び監査役に報告する。

(ホ) 法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制と
して内部通報制度を整備し、その運用に当たっては内部通報担当部署
が適切に対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報に

ついては、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」
「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

(ロ) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるもの
とする。

(ハ) 内部監査担当部署は、文書保存の管理責任者と連携のうえ、文書等の
保存及び管理状況を監査する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) リスク管理を体系的に規定する「リスク・コンプライアンス規程」を

定め、リスク管理を推進する体制としてリスク・コンプライアンス委
員会を設置し、リスク管理体制整備の進捗状況や有効性について検討
し、その結果を取締役会に報告する。

(ロ) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名を受け
た者の指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部
専門家とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体
制を整える。

(ハ) 内部監査担当部署は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を
代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリス
ク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年

度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築す
る。

(ロ) 経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任
を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執
行を実現するとともに、重要事項については取締役会を経て意思決定
を行うことで、職務の適正性を確保する。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ) 当社で定める「ディーエムソリューションズ行動・倫理規範」を当社

グループ会社にも周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアン
ス体制の構築を目指す。

(ロ) 当社からグループ会社へ取締役または監査役を派遣することで、グル
ープ・ガバナンスの強化を図ると共に、リスク管理及びコンプライア
ンスの周知徹底を図る体制を整備する。

(ハ) 当社グループは、グループ会社の経営全般に関して、当社と当社グル
ープ会社との間で定期的に会議を開催し重要な情報を共有するほか、
監査役及び内部監査担当部署が連携して業務の適正性を確保する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(イ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表
取締役社長は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を指名
する。指名を受けた使用人は監査役の指示に関して、取締役、部門長
等の指揮命令を受けないものとする。

(ロ) 監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異
動、人事評価に関しては、監査役の意見を尊重する。

(ハ) 監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人が監査役
の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知させ、会議等への出席
により、監査役監査に必要な調査を行う権限を付与する。

(ニ) 監査役の職務を補助すべき使用人を務めたことをもって不利な取扱い
をしないことを、会社は保証し、その旨を取締役及び使用人に周知徹
底する。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制

(イ) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は
業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度
による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報
収集・交換が適切に行えるよう協力する。

(ロ) 取締役及び使用人は、会社に重大な影響を及ぼす事項が発生し、ある
いは発生するおそれがあるとき、又は取締役及び使用人による違法・
不正な行為を発見したときは、すみやかに監査役に報告するものとす
る。

⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
監査役への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底す
る。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求
をしたときは、当該費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、会社がこれを負担する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査役の過半は社外監査役とし、監査役職務の独立性及び透明性を確

保する。
(ロ) 代表取締役社長は、監査役との意思疎通を図るために、監査役との定

期的な意見交換を行う。
(ハ) 会社は、監査役、会計監査人及び内部監査担当部署が、相互に緊密な

連携及び情報交換を円滑に行える環境整備に努める。
(ニ) 会社は、監査役監査の実施に当たり監査役が認めるときは、監査役の

判断で弁護士、公認会計士その他外部アドバイザーを活用できる体制
を整え、監査役監査の実効性確保に努める。

⑵ 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
① 反社会的勢力の不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、

経営陣以下組織全体が一体となって毅然と対応する。
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② 反社会的勢力による被害を防止するために、平素から、警察・暴力追放
運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を図る。

③ 反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力による圧力や不当
要求は断固として拒絶する。

④ 反社会的勢力の不当要求に対しては、外部専門機関と協議し、民事と刑
事の両面から法的対応を行う。

⑤ 不祥事等を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は絶対に行わない。
また、反社会的勢力への資金提供や便宜供与は、絶対に行わない。

⑶ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。

① 当社の業務の適正を確保するための体制は上記基本方針に従い、適切に
運用されています。

② 代表取締役社長が議長を務めるリスク・コンプライアンス委員会におい
て、個別リスクに加え、情報の管理、環境･安全･健康、反社会的勢力と
の関係遮断等の様々なリスクの集約･評価が実施されており、コンプラ
イアンスの徹底を図っております。

③ 財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムは、監査法人との
連携もなされ、適切に整備･運用されています。

④ 投資を含めた当社の重要事項については、取締役会において多面的な審
議を行い、損失の危険の管理は適切に行われています。

⑤ 監査役監査基準及び内部監査規程の社内規程に基づき、当社監査役及び
各内部監査担当により監査や診断等が実施され、また当社の営業成績、
財務状況その他の重要な情報は適切に報告されており、業務の適正性は
確保されています。

⑥ 取締役や社内関係部署から、重要な意思決定や職務の執行状況、職務の
執行に関する説明、並びにそれらに関する重要な文書の供覧等を通じ
て、監査役が必要とする情報は提供されており、監査役への報告は適切
に行われています。

７. 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,293,706
1,078,262
162,473
1,688,822
101,940
35,212
242,324
△15,330

1,899,283
1,191,117
240,083
173,109
83,620
668,606
3,648
22,049

259,422
214,059
45,362

448,742
65,500
126,658
279,033
△22,448　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 2,155,317

買 掛 金 1,270,871
短 期 借 入 金 100,000
1年内返済予定の
長 期 借 入 金 269,784

賞 与 引 当 金 107,383
前 受 金 41,824
そ の 他 365,454

固 定 負 債 874,842
長 期 借 入 金 872,428
そ の 他 2,414

負 債 合 計 3,030,160
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 2,090,101
資 本 金 342,591
資 本 剰 余 金 268,758
利 益 剰 余 金 1,529,006
自 己 株 式 △50,254

新 株 予 約 権 72,727
純 資 産 合 計 2,162,829

資 産 合 計 5,192,989 負 債 純 資 産 合 計 5,192,989

連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
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(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 16,682,982
売 上 原 価 13,908,893
売 上 総 利 益 2,774,088
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,675,217
営 業 利 益 98,871
営 業 外 収 益

受 取 利 息 11
受 取 配 当 金 14
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 4,368
為 替 差 益 1,984
受 取 手 数 料 1,336
助 成 金 収 入 1,095
そ の 他 2,610 11,420

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 2,139
支 払 利 息 6,348
そ の 他 224 8,711

経 常 利 益 101,579
特 別 損 失

減 損 損 失 24,948 24,948
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 76,631
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △18,935
法 人 税 等 調 整 額 90,071 71,136
当 期 純 利 益 5,495
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,495

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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(2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

当連結会計年度期首残高 342,591 268,758 1,523,511 △50,212 2,084,648 72,729 2,157,377

当連結会計年度変動額
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,495 5,495 5,495

自 己 株 式 の 取 得 △42 △42 △42
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △1 △1

当連結会計年度変動額合計 － － 5,495 △42 5,452 △1 5,451

当連結会計年度期末残高 342,591 268,758 1,529,006 △50,254 2,090,101 72,727 2,162,829

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　１社
・連結子会社の名称　　　株式会社ビアトランスポーツ
・連結の範囲の変更　　　当連結会計年度から株式会社ビアトランスポーツを連結

の範囲に含めております。これは、当連結会計年度中に
当社が新たに株式会社ビアトランスポーツを取得したこ
とにより、子会社に該当することとなったため、連結の
範囲に含めることとしたものであります。

⑵　持分法の適用に関する事項
・持分法適用の関連会社の数　　　１社
・持分法適用の関連会社の名称　　 Performance Technologies株式会社
・持分法の適用の範囲の変更　　　当連結会計年度より、連結財務諸表を作成する

こととなったため、Performance Technologies株式
会社を持分法適用の範囲に含めております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
・市場価格のない株式等　　　移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産
・商品、貯蔵品　　　　　　　主として先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方法により
算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　　　　　３年～31年
機械装置及び運搬具　　　　　　　２年～12年
工具、器具及び備品　　　　　　　２年～20年
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ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
・のれん　　　　　　　　　　投資効果の発現する期間（５年～10年）に基づ

く定額法によっております。
ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
　　貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

　　　賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額
のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上し
ております。

④　重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（改正企業会計基準第
29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26
日。以下「収益認識適用指針」という。）を適用しており、約束した財又はサービ
スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識しております。
イ．契約及び履行義務に関する情報
(a) ダイレクトメール事業
　ダイレクトメールの発送代行サービスについては、配送業者へ引き渡した時点で
売上計上しております。また、フルフィルメントサービスについては受託内容によ
り、配送業者へ引き渡した時点や都度の作業の完了時点、サービス提供期間の経過
に応じて、売上計上を行っております。
(b) インターネット事業
　バーティカルメディアサービスにおいては、アフィリエイトによる成果につき広
告主が検収を行った時点で、売上を計上しております。デジタルマーケティングサ
ービスにおいては、都度のサービス提供の完了時点やサービス提供期間の経過に応
じて、売上計上を行っております。

－ 32 －



(c) アパレル事業
　商品の販売には、顧客との契約に基づく当該商品の引き渡しが含まれており、商
品の引き渡しを履行義務として識別しております。当社グループにおける商品の販
売は、国内で行っており、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの
期間が通常の期間であることから、商品の出荷時に収益を認識しております。
ロ．取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報
　取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の
受領、または、履行義務充足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払
いは、履行義務の充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んで
おりません。
　取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履

行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりませ

ん。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　退職給付に係る負債の計上基準

当社グループが加入している複数事業主制度の企業年金基金制度では、自社の
拠出に対応する年金資産の金額を合理的に算定できないことから、確定拠出制
度と同様の会計処理を実施しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　収益認識に関する会計基準等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財
又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
　これによる、連結計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以
下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価
算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 
2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしておりま
す。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごと
の内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。
　これによる、連結計算書類に与える影響はありません。
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建物 80,692千円
土地 668,606千円

計 749,298千円

１年内返済予定の長期借入金 198,360千円
長期借入金 515,276千円

計 713,636千円
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 728,928千円

普通株式 2,810,000株

普通株式 259,700株

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない
ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社の資金運用については、主に短期的な預金等で運用しております。また、運
転資金は主に自己資金によっており、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に
銀行取引）を調達しております。また、デリバティブ取引は行っておりません。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
当該リスクにつきましては、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等に
よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　営業債務について、支払手形による支払は行っておりません。買掛金は、そのほ
とんどが３ヶ月以内の支払期日であります。営業債務及び借入金は流動性リスクに
晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、必要な手許流
動性の維持などにより、当該リスクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

長 期 借 入 金 1,142,212 1,139,911 △2,300

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長 期 借 入 金 － 1,139,911 － 1,139,911

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売
掛金及び買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記
を省略しております。

（単位：千円）

（3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金（１年以内返済予定含む）の時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期
間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベ
ル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）

報告セグメント

ダイレクトメー
ル事業

インターネッ
ト事業 アパレル事業 計

ダイレクトメール 12,847,379 － － 12,847,379
フルフィルメントサ
ービス 1,118,503 － － 1,118,503

バーティカルメディ
アサービス － 815,865 － 815,865

デジタルマーケティ
ングサービス － 797,046 － 797,046

アパレル輸入販売 － － 1,104,187 1,104,187
顧客との契約から生
じる収益 13,965,882 1,612,912 1,104,187 16,682,982
その他の収益 － － － －
外部顧客への売上高 13,965,882 1,612,912 1,104,187 16,682,982

当連結会計年度

　顧客との契約から生じた債権

　　受取手形 162,473　千円

　　売掛金 1,688,822

　契約負債

　　前受金 41,824

６．収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項に関する注記等　⑷ 会計方針に関する事項　④ 重要な収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の金額は36,977
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⑴　１株当たりの純資産額 754円62銭
⑵　１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益 １円98銭

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都新宿区 センターリーズ事業 のれん 24,948

千円です。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認
識した収益の額はありません。

７．１株当たり情報に関する注記

８．減損損失に関する注記
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を
計上しました。

　当社グループは、原則として事業用資産については事業部を基準としてグルーピン
グを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っておりま
す。
　センターリーズ事業において、検索エンジンの表示順位判定基準の変更の影響を受
け、当初想定した収益獲得が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、減損損失を認識しております。なお、当連結会計年度において減損損失を計上
した資産グループの回収可能価額は、使用価値により算定しておりますが、将来キャ
ッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零と評価しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 渡 金
未収還付法人税等
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷金及び保証金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

2,818,822
758,060
162,473
1,643,022
17,259
34,990
64,162
83,450
68,626
1,687

△14,910
2,370,594
1,187,517
237,343
167,678
5,069
83,121
668,606
3,648
22,049
44,783
44,783

1,138,293
65,500
552,031

190
200,000
22,448
3,952

109,101
207,318

200
△22,448　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 2,102,877
買 掛 金 1,243,577
短 期 借 入 金 100,000
1年内返済予定の
長 期 借 入 金 269,784

リ ー ス 債 務 2,654
未 払 金 154,600
未 払 費 用 121,432
賞 与 引 当 金 99,235
前 受 金 40,052
預 り 金 15,298
そ の 他 56,242

固 定 負 債 874,842
長 期 借 入 金 872,428
リ ー ス 債 務 1,414
そ の 他 1,000

負 債 合 計 2,977,720
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 2,138,969

資 本 金 342,591
資 本 剰 余 金 268,758
資 本 準 備 金 268,758

利 益 剰 余 金 1,577,874
その他利益剰余金 1,577,874
繰越利益剰余金 1,577,874

自 己 株 式 △50,254
新 株 予 約 権 72,727
純 資 産 合 計 2,211,696

資 産 合 計 5,189,417 負 債 純 資 産 合 計 5,189,417

貸　借　対　照　表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
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（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

科 目 金 額

売 上 高 15,579,294

売 上 原 価 13,059,151

売 上 総 利 益 2,520,142

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,386,962

営 業 利 益 133,180

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 681

受 取 手 数 料 1,336

助 成 金 収 入 1,095

そ の 他 936 4.049

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,937

支 払 手 数 料 2,139

そ の 他 217 6,294

経 常 利 益 130,934

特 別 損 失

減 損 損 失 24,948 24,948

税 引 前 当 期 純 利 益 105,986

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,419

法 人 税 等 調 整 額 39,204 51,623

当 期 純 利 益 54,363

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

株 主 資 本

新株予約権 純資産
合　計資本金

資本剰余金 利 益
剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計

資本準備金 資本剰余金
合　　　計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 342,591 268,758 268,758 1,523,511 1,523,511 △50,212 2,084,648 72,729 2,157,377

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 54,363 54,363 54,363 54,363

自己株式の取
得 △42 △42 △42

株主資本以外の項
目の当期変動額
（ 純 額 ）

△1 △1

当期変動額合計 － － － 54,363 54,363 △42 54,320 △1 54,319

当 期 末 残 高 342,591 268,758 268,758 1,577,874 1,577,874 △50,254 2,138,969 72,727 2,211,696

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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建物 ３年～31年
機械及び装置 ３年～12年
車両運搬具 ２年～ ６年
工具、器具及び備品 ２年～20年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券
　　・市場価格のない株式等　　　移動平均法による原価法
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　・商品、貯蔵品　　　　　　　主として先入先出法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下による簿価切下げの方法により
算定）

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
・のれん 投資効果の発現する期間（５年）に基づく定額法

によっております。
③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額
のうち、当事業年度に負担すべき額を計上してお
ります。
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⑷　重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（改正企業会計基準第29号　2020年３
月31日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日。以下「収益認識
適用指針」という。）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識しております。

① 契約及び履行義務に関する情報
(a) ダイレクトメール事業
　ダイレクトメールの発送代行サービスについては、配送業者へ引き渡した時点で
売上計上しております。また、フルフィルメントサービスについては受託内容によ
り、配送業者へ引き渡した時点や都度の作業の完了時点、サービス提供期間の経過
に応じて、売上計上を行っております。

(b) インターネット事業
　バーティカルメディアサービスにおいては、アフィリエイトによる成果につき広
告主が検収を行った時点で、売上を計上しております。デジタルマーケティングサ
ービスにおいては、都度のサービス提供の完了時点やサービス提供期間の経過に応
じて、売上計上を行っております。

② 取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報
　取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の
受領、または、履行義務充足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払
いは、履行義務の充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んで
おりません。
　取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履
行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりませ
ん。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当
事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
ります。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。
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建物 80,692千円
土地 668,606千円

計 749,298千円

1年内返済予定の長期借入金 198,360千円
長期借入金 515,276千円

計 713,636千円
⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 717,250千円

①　短期金銭債権 27,502千円
②　短期金銭債務 889千円

営業取引による取引高 472,770千円
営業取引以外の取引による取引高 670千円

普通株式 40,254株

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下
「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
方針を、将来にわたって適用することとしております。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

⑶ 関係会社に対する金銭債権、債務

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
   当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
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繰延税金資産
貸倒引当金 11,491千円
賞与引当金 30,124千円
未払事業税 217千円
地代家賃否認 1,043千円
資産除去債務 6,647千円
資産調整勘定 43,181千円
減損損失 3,454千円
棚卸資産評価損 5,260千円
その他 7,679千円

繰延税金資産合計 109,101千円

法定実効税率
（調整）

30.4％

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.8％
住民税均等割 3.0％
のれん償却費 3.6％
のれんの減損損失 7.1％
その他 0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.7％

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有

（被所有
割合）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社
株式会社
ビアトランスポーツ

所有
直接

100％

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注）
貸付金の返済
（注）

利息の受取
  （注）

258,000

58,000

670

関係会社長
期貸付金

－

200,000

－

６. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

⑵ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因
となった主要な項目別の内訳

７. 関連当事者との取引に関する注記
子会社

（注）株式会社ビアトランスポーツに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。
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⑴ １株当たりの純資産額 772円26銭
⑵ １株当たりの当期純利益 19円63銭

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都新宿区 センターリーズ事業 のれん 24,948

８．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　６.
収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

10．減損損失に関する注記
　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しまし
た。

　当社は、原則として事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っ
ており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
　センターリーズ事業において、検索エンジンの表示順位判定基準の変更の影響を受
け、当初想定した収益獲得が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、減損損失を認識しております。なお、当事業年度において減損損失を計上した
資産グループの回収可能価額は、使用価値により算定しておりますが、将来キャッシ
ュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零と評価しております。
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独立監査人の監査報告書
2022年５月19日

ディーエムソリューションズ株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　 東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 端 美 穂
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 谷 直 博

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ディーエムソリュ
ーションズ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、ディーエムソリューションズ株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥
当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に
重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書
類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連
する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう
かを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の
財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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有限責任 あずさ監査法人

　 東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 端 美 穂
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 谷 直 博

独立監査人の監査報告書
2022年５月19日

ディーエムソリューションズ株式会社
取締役会　御中

　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ディーエム

ソリューションズ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの
第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査
役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 53 －



監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第18期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査担当部署その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

監査役会の監査報告
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常勤社外監査役 宮 本 則 昭 ㊞
社 外 監 査 役 齋 藤 哲 男 ㊞
社 外 監 査 役 高 見 之 雄 ㊞

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

2022年５月19日
ディーエムソリューションズ株式会社　監査役会

　

以　上
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現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第15条　当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類
に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従い、インターネッ
トを利用する方法で開示することにより、株
主に提供したものとみなすことができる。

（削　除）

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条た
だし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、
株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり
定款を変更するものであります。
（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を

とる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案
第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を
とる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記
載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することがで
きるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項
を新設するものであります。

（3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15
条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

（4）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるも
のであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとい
たします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 56 －



現 行 定 款 変 更 案

（新設）

（新設）

（新設）

（電子提供措置等）
第15条　当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとる。
②　当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部又は一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求を
した株主に対して交付する書面に記載するこ
とを要しないものとする。

（附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措
置）
第１条　定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）の削除
及び定款第15条（電子提供措置等）の新設
は、2022年９月１日から効力を生ずるもの
とする。
②　前項の規定にかかわらず、2022年９月
１日から６か月以内の日を株主総
会の日とする株主総会については、定款第
15条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）は、なお効力を有す
る。
③　本条の規定は、2022年９月１日から６
か月を経過した日又は前項の株主
総会の日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
はな
花

や
矢

 

　
たく
卓

じ
司

(1973年８月24日)

1995年 ４ 月 株式会社日栄入社

909,800株

1999年 ９ 月 株式会社セプテーニ入社
2004年 ９ 月 当社設立

代表取締役社長就任(現任)
2019年 ３ 月 センターリーズ株式会社代表

取締役就任

２
ふく
福

むら
村

 

　
ひろ
寛

とし
敏

(1971年５月23日)

1989年 ４ 月 株式会社新興電気システム入
社

568,700株

2001年 ４ 月 株式会社オーバルネットワー
ク入社

2004年 ９ 月 当社設立
取締役就任

2010年 ９ 月 当社取締役副社長就任(現任)
2013年 ９ 月 アセットインクリーズ株式会

社代表取締役就任(現任)
2021年 ２ 月 Performance Technologies株式会

社取締役就任(現任)
2021年 ４ 月 株式会社ビアトランスポーツ

取締役就任(現任)

３
かつ
勝

やま
山

 

　
じゅん
純

いち
一

(1978年10月７日)

2002年 ４ 月 株式会社セプテーニ入社

6,000株

2004年11月 当社入社
2007年 4 月 当社ダイレクトメール事業部

営業部長就任
2012年 ４ 月 当社取締役ダイレクトメール

事業部長就任
2021年 ４ 月 当社取締役就任（現任）

第２号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４
き
木

むら
村

 

　
わ
和

おう
央

(1972年９月８日)

1997年 １ 月 有限会社フーラエンタープラ
イズ入社

－

2004年 ３ 月 ローズコモディティ株式会社
入社

2006年 ９ 月 株式会社WCL入社
2007年 ６ 月 株式会社ネクストウォーク入

社
2008年 ６ 月 当社入社
2014年10月 当社インターネット事業部メ

ディアマーケティング部長就
任

2017年 ６ 月 当社取締役バーティカルメデ
ィア事業部長

2021年 ２ 月 Performance Technologies株式会
社代表取締役就任(現任)

2021年 ４ 月 当社取締役インターネット事
業部長（現任）

５
こ
小

ばやし
林

 

　
つよ
剛

し
司

(1973年８月25日)

1997年 ４ 月 株式会社三菱電機ビジネスシ
ステム入社

－

2005年 ２ 月 当社入社
2008年 ４ 月 当社インターネット事業部長

就任
2011年 ４ 月 当社取締役インターネット事

業部長就任
2017年 ６ 月 当社取締役デジタルマーケテ

ィング事業部長就任
2021年 ４ 月 当社取締役就任（現任）
2021年 ４ 月 株式会社ビアトランスポーツ

代表取締役就任（現任）

６
まつ
松

ふじ
藤

 

　
ゆう
悠

(1980年１月22日)

2002年 ４ 月 朝日監査法人(現有限責任あ
ずさ監査法人)入所

－

2013年10月 松藤悠公認会計士事務所開設
(現任)

2017年 ６ 月 当社社外取締役就任(現任)
2017年11月 株式会社スーパーリージョナ

ル監査役就任（現任）
2018年 ６ 月 和泉監査法人パートナー就任

（現任）
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．松藤 悠氏は、社外取締役候補者であります。
３．松藤 悠氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての豊富な経験と

幅広い知識を当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与され
た経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適
切に遂行できるものと判断しております。

４．松藤 悠氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任
期間は、本総会終結の時をもって５年となります。

５．当社は、松藤 悠氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と
しており、松藤 悠氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する
予定であります。

６．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険
契約を締結しております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。当
該保険契約の内容の概要は、事業報告20頁（⑶　役員等賠償責任保険契約の内
容の概要）に記載のとおりです。

７．当社は、松藤 悠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とす
る予定であります。
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名 称 双研日栄監査法人
事 務 所 東京都中央区日本橋室町四丁目４番３号

喜助日本橋室町ビル３階
沿 革     1983年    5 月 監査法人双研社設立

    1988年    2 月 日栄監査法人設立
    2019年    6 月 BKR international の Independent 

Member になる
    2019年    10月 監査法人双研社と日栄監査法人が合併

し、双研日栄監査法人となる
概 要 資本金　　　　　　　　　　　　　     66百万円

構成人員　社員（公認会計士）　　　　　  22名
　　　　　公認会計士　　　　　　　　　  58名
　　　　　試験合格者等　　　　　　　　　 9名
　　　　　その他職員　　　　　　　　　 　4名
　　　　　　　合　計　　　　　　　　　  93名
関与会社　　　　　　　　　　　　　　     55社

第３号議案　会計監査人選任の件
　当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本総会終結の時
をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任を
お願いするものであります。
  なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
　また、監査役会が双研日栄監査法人を会計監査人の候補者とした理由
は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、効率性、品質管理体制
及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人とし
て適任と判断したためであります。
　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2022年４月１日現在）

以上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目６番３号
吉祥寺 東急ＲＥＩホテル　３階

TEL 0422-47-0985

三菱UFJ銀行

公園口

ヤマダ電機

パルコ
大和証券

駅前
立
川
駅

新
宿
駅

水
門
通

吉祥寺駅

キラリナ
京王吉祥寺

丸井
ドン･キホーテ

井の頭公園
三鷹の森ジブリ美術館 吉祥寺

東急REIホテル

東
急
大
通

平和通

京
王
井
の
頭
線 井ノ頭通

末広通

JR中央線

吉祥寺銀座

交通　ＪＲ吉祥寺駅　　　　　　　公園口より　徒歩約２分
京王井の頭線吉祥寺駅　　　公園口より　徒歩約２分

―お知らせ―
会場が前回と異なっておりますので、お間違えないようご注意ください。


